
２
０
２
３
年
度
包
括
予
算
法
の
概
要

　

２
０
２
２
年
12
月
20
日
、
バ
イ
デ
ン
大
統
領
は
総
額
１

兆
６
５
８
０
億
ド
ル
（
約
２
１
６
兆
円
）
の
２
０
２
３
年

度
包
括
予
算
法
案
（Consolidated A

ppropriations 
A

ct 2023　

P.L. 117-328　
以
下
Ｃ
Ａ
Ａ
）
に
署
名
し

ま
し
た
。

　

こ
の
連
載
で
も
た
び
た
び
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
バ

イ
デ
ン
政
権
の
発
足
以
降
、
民
主
・
共
和
両
党
の
党
派

対
立
が
激
し
さ
を
増
し
、
２
０
２
３
年
度
予
算
法
案
の

審
議
も
難
航
し
ま
し
た
。
第
１
１
７
議
会
の
会
期
末
が

迫
る
な
か
、
バ
イ
デ
ン
政
権
と
民
主
党
指
導
部
が
半
ば

強
引
に
予
算
法
案
の
制
定
を
急
い
だ
背
景
に
は
、
２
０

２
２
年
11
月
の
中
間
選
挙
に
よ
り
、
２
０
２
３
年
１
月

か
ら
始
ま
る
第
１
１
８
議
会
で
は
下
院
の
多
数
派
を
共

和
党
が
掌
握
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
両
院
を
民
主
党

が
掌
握
し
て
い
る
会
期
中
に
採
決
に
持
ち
込
み
た
い
と

の
政
治
判
断
が
あ
り
ま
し
た
。
加
え
て
、
２
０
２
２
年

９
月
末
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
の
延
長
と
政
府
関
係
機
関

の
閉
鎖
を
回
避
す
る
た
め
の
暫
定
予
算（Continuing 
A

ppropriation and U
kraine Supplem

ental 
A

ppropriations A
ct, 2023, P.L. 117-180

）
が

成
立
し
て
い
た
も
の
の
、
同
法
は
２
０
２
２
年
12
月
16

日
ま
で
を
期
限
と
し
て
い
た
た
め
、
２
０
２
３
年
度

（
期
間
は
２
０
２
２
年
10
月
１
日
〜
２
０
２
３
年
９
月

30
日
）
の
本
予
算
を
改
め
て
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
と
の
事
情
も
あ
り
ま
し
た
。

　

今
回
成
立
し
た
Ｃ
Ａ
Ａ
は
、
上
下
議
会
の
各
委
員
会

で
審
議
さ
れ
た
12
本
の
歳
出
予
算
法
（
デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン

Ａ
〜
Ｌ
）
に
加
え
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
に
係
る
予

算
を
含
め
た
28
本
（
デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｍ
〜
Ｚ
、
お
よ
び
、

デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ａ
Ａ
〜
Ｍ
Ｍ
）
の
特
別
予
算
法
か
ら
構

���������å�S�A�Å�'�‰�O�q�©�•ü�ú�w	��s�º�0���������å�S�A�Å�'�‰�O�q�©�•ü�ú�w	��s�º�0
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�y
"��•

  �°É
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��

�¢�����£

�È�����L

成
さ
れ
ま
す
。
医
療
分
野
に
関
連
し
た
予
算
も
、
２
０

２
３
年
度
の
保
健
福
祉
省
予
算
を
定
め
た
「
労
働
・
保

健
衛
生
・
教
育
お
よ
び
関
連
予
算
法
」（Departm

ents 
of Labor, H

ealth and H
um

an Services, 
Education, and Related A

ppropriations A
ct　

デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｈ
）
と
、「
保
健
福
祉
」（H

ealth and 
H

um
an Services　

デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｆ
Ｆ
）
の
特
別

予
算
法
と
か
ら
構
成
さ
れ
ま
す
。

　

Ｃ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
各
予
算
法
を
予
算
規
模
別
に
見
る

と
、「
国
防
予
算
法
」（D

epartm
ent of D

efense 
A

ppropriations A
ct

）
の
７
９
７
７
億
ド
ル
を
筆

頭
に
、「
軍
事
建
設
・
退
役
軍
人
お
よ
び
関
連
予
算
法
」

（M
ilitary Construction, V

eterans A
ffairs, 

and related agencies A
ppropriations A

ct

）

が
３
２
２
７
億
ド
ル
、
さ
ら
に
「
労
働
・
保
健
衛
生
・

教
育
お
よ
び
関
連
予
算
法
」
が
２
２
６
８
億
ド
ル
と
続
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表１　2023年度包括予算法における医療関連分野の施策の概要
担当部局等 予算額

保健福祉省 1207億ドル
1 医学研究の強化

・国立衛生研究所（がん、アルツハイマー、HIV/AIDS等） 475億ドル
・医療高等研究計画局（ALS、アルツハイマー等） 15億ドル

2 公衆衛生インフラの増強
・疾病予防管理センター等 92億ドル

3 医療問題への対応
・薬物乱用・精神衛生管理庁 75億ドル
・医療資源・サービス管理庁 97億ドル
・児童・家族援護庁 350億ドル
・コミュニティ・リビング庁 25億ドル

4 その他
・メディケア・メディケイド・サービス庁（管理費） 41億ドル
・公衆衛生・社会サービス緊急基金への拠出 38億ドル

注）繰り上げ等のため合計は一致しない。
出所）注2の文献より作成。

　

２
０
２
３
年
度
予
算
教
書
に
お
け
る
裁
量
的
経
費
と

比
較
す
る
と
、
今
回
成
立
し
た
Ｃ
Ａ
Ａ
は
、
総
額
は
ほ

ぼ
同
じ
で
あ
る
も
の
の
、
国
防
費
と
非
国
防
費
の
割
合

が
逆
転
し
て
い
ま
す
（
予
算
教
書
は
国
防
費
７
９
５
０

億
ド
ル
、
非
国
防
費
９
１
５
０
億
ド
ル
に
対
し
て
、
Ｃ

Ａ
Ａ
は
国
防
費
８
５
８
０
億
ド
ル
、
非
国
防
費
７
７
２

５
億
ド
ル
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
暫
定
予
算
法
の
期

限
切
れ
を
前
に
バ
イ
デ
ン
政
権
と
民
主
党
指
導
部
が
国

防
費
増
額
を
求
め
る
共
和
党
に
対
し
て
譲
歩
し
た
こ
と
、

ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
へ
の
追
加
支
援
と
し
て
約
４
５
０

億
ド
ル
の
軍
事
予
算
を
計
上
し
た
こ
と
を
指
摘
で
き
ま

す
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
、
Ｃ
Ａ

Ａ
の
議
決
直
前
に
米
国
を
訪
問
し
、
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス

で
バ
イ
デ
ン
大
統
領
と
会
談
し
た
ほ
か
、
米
議
会
議
事

堂
で
同
国
へ
の
支
援
を
訴
え
る
演
説
も
行
い
ま
し
た
。

　

Ｃ
Ａ
Ａ
に
お
け
る

医
療
分
野
の
予
算
の
概
要

　

次
に
、
Ｃ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
医
療
分
野
の
予
算

（outlays

）
を
見
て
み
ま
す
（2）

。「
労
働
・
保
健
衛
生
・

教
育
お
よ
び
関
連
予
算
法
」
の
総
額
２
２
６
８
億
ド
ル

の
う
ち
、
保
健
福
祉
省
の
予
算
は
１
２
０
７
億
ド
ル
を

占
め
ま
す
。
保
健
福
祉
省
予
算
の
柱
は
、
①
医
学
研
究

の
強
化
、
②
公
衆
衛
生
イ
ン
フ
ラ
の
増
強
、
③
深
刻
な

医
療
問
題
や
健
康
格
差
へ
の
対
応
、
④
そ
の
他
の
項
目

に
、
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
表
１
）。

　

ま
ず
、
医
学
研
究
の
強
化
と
し
て
、
国
立
衛
生
研
究

所
に
４
７
５
億
ド
ル
（
前
年
よ
り
25
億
ド
ル
増
額
）

を
配
分
し
、
が
ん
（
73
億
ド
ル
）
や
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー

（
37
億
ド
ル
）、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
（
33
億
ド
ル
）
な

ど
の
研
究
を
促
す
と
と
も
に
、
医
療
高
等
研
計
画
究
局

アメリカの医療政策動向

き
ま
す
。
こ
れ
ら
の
３
つ
の
歳
出
予
算
法
で
Ｃ
Ａ
Ａ
が

定
め
る
予
算
額
全
体
の
８
割
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、

文
字
通
り
「
大
砲
と
バ
タ
ー
」（guns-and-butter

）

を
体
現
し
た
予
算
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　

な
お
、
Ｃ
Ａ
Ａ
に
限
ら
ず
、
毎
年
議
決
さ
れ
る
歳
出

予
算
法
は
、
い
わ
ゆ
る
裁
量
的
経
費
（discretionary 

spending

）
に
係
る
予
算
の
み
を
定
め
て
い
ま
す
。
じ

つ
は
、
医
療
・
社
会
保
障
の
各
制
度
に
係
る
予
算
（
義

務
的
経
費　

m
andatory spending

）
の
多
く
は
、

歳
出
権
限
（budget authority

）
が
付
与
さ
れ
た
受

権
法
（authorizing act

）
に
基
づ
い
て
お
り
、
毎

年
の
歳
出
予
算
法
で
議
決
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
政
府
の
財
政
全
体
を

考
え
る
際
に
は
、
歳
出
予
算
法
で
定
め
ら
れ
る
裁
量
的

経
費
に
加
え
て
、
義
務
的
経
費
お
よ
び
利
払
い
費
を
も

加
え
て
考
え
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
連
邦
政
府
の
財

政
の
全
体
像
は
、
毎
年
の
大
統
領
予
算
教
書
（T

he 
budget m

essage of the President

）
に
お
い
て

示
さ
れ
ま
す
。
２
０
２
２
年
３
月
28
日
に
バ
イ
デ
ン
大

統
領
が
議
会
に
示
し
た
２
０
２
３
年
度
予
算
教
書
で
は
、

裁
量
的
経
費
は
１
兆
７
０
９
０
億
ド
ル
、
義
務
的
経
費

は
３
兆
６
８
７
０
億
ド
ル
、
そ
し
て
利
払
い
費
は
３
９

６
０
億
ド
ル
で
、
歳
出
総
額
（outlays

）
は
５
兆
７
９

２
０
億
ド
ル
と
し
て
い
ま
す
（1）

。
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タ
ー
に
19
億
ド
ル
、Ｈ
Ｉ
Ｖ
／
Ａ
Ｉ
Ｄ
Ｓ
対
策
（Ryan 

W
hite H

IV
/A

ID
S program

）
に
26
億
ド
ル
、

医
療
過
疎
地
域
対
策
（rural health program

s

）

に
３
億
５
２
０
０
万
ド
ル
を
割
り
当
て
ま
す
。
さ
ら
に
、

③
児
童
・
家
庭
援
護
庁
（A
dm

inistration for 
Children and Fam

ilies

）
に
は
３
５
０
億
ド
ル

を
配
分
し
、
早
期
教
育
（
28
億
ド
ル
）、
就
学
前
教
育

（H
ead Start　

１
２
０
億
ド
ル
）、
貧
困
児
童
扶
助

包
括
補
助
金
（Child Care and D

evelopm
ent 

Block Grant　
80
億
ド
ル
）、
低
所
得
者
光
熱
費
補

助
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Low

 Incom
e H

om
e Energy 

A
ssistance Program

　

40
億
ド
ル
）
な
ど
、
医

療
と
福
祉
の
両
面
か
ら
、
貧
困
世
帯
の
児
童
を
手
厚
く

支
援
す
る
施
策
が
並
ん
で
い
ま
す
。
医
療
問
題
へ
の
対

応
に
つ
い
て
は
、
バ
イ
デ
ン
政
権
が
重
視
す
る
政
策
目

標
（
ア
メ
リ
カ
家
族
計
画
）
を
色
濃
く
反
映
し
た
予
算

編
成
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
そ
の
他
の
項
目
と
し
て
、
メ
デ
ィ
ケ

ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
庁
の
管
理
経
費
（
41
億
ド
ル
）

や
、
公
衆
衛
生
・
社
会
サ
ー
ビ
ス
緊
急
基
金
（Public 

H
ealth and Social Services Em

ergency 
Fund, PH

SSEF

）
へ
の
拠
出
（
38
億
ド
ル
）
が
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｆ
へ
の
拠
出
の
内
訳

は
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を
含
む
新
し
い
感
染
症
へ
の
対

策
が
主
で
あ
り
、
コ
ロ
ナ
禍
へ
の
追
加
的
な
対
応
や
医

療
機
関
向
け
の
補
助
金
で
あ
る
医
療
提
供
者
救
済
基
金

（Provider Relief Fund

）
な
ど
は
含
ま
れ
て
い

な
い
よ
う
で
す
。

　

Ｃ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
保
健
福
祉
省
予
算
は
、
そ
の
大
半

が
医
学
研
究
促
進
と
貧
困
世
帯
の
子
ど
も
へ
の
対
応
に

充
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
ポ
ス
ト
・
コ

ロ
ナ
を
明
確
に
意
識
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。

　

な
お
、
保
健
福
祉
省
の
管
轄
で
は
な
い
た
め
表
に
は

掲
載
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
Ｃ
Ａ
Ａ
は
退
役
軍
人
と
そ
の

家
族
に
対
す
る
支
援
と
し
て
１
３
４
７
億
ド
ル
（
前
年

よ
り
２
２
５
億
ド
ル
増
額
）
を
配
分
し
、
メ
ン
タ
ル
ヘ

ル
ス
や
薬
物
乱
用
の
治
療
に
力
点
を
置
い
た
施
策
を
実

施
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
ま
す
。

　

特
別
予
算
法（
デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｆ
Ｆ
）に

お
け
る
医
療
施
策

　

最
後
に
、
Ｃ
Ａ
Ａ
に
お
け
る
特
別
予
算
法
に
盛
り
込

ま
れ
た
医
療
施
策
を
取
り
上
げ
ま
す
。
デ
ィ
ビ
ジ
ョ

ン
Ｆ
Ｆ
は
、
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

へ
の
備
え
、
食
品
医
薬
品
庁
の
各
施
策
の
再
授
権
、
メ

デ
ィ
ケ
ア
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
（Children's 

H
ealth Insurance Program

）、
対
人
サ
ー
ビ
ス

（A
dvanced Research Project A

gency for 
H

ealth

）
に
も
15
億
ド
ル
（
前
年
よ
り
５
０
０
万
ド
ル

増
）
を
割
り
当
て
、Ａ
Ｌ
Ｓ
（
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
）

や
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
な
ど
の
研
究
を
進
め
る
と
し
て
い

ま
す
。

　

次
に
、
公
衆
衛
生
イ
ン
フ
ラ
の
増
強
と
し
て
、
疾
病

予
防
管
理
セ
ン
タ
ー
に
92
億
ド
ル
（
前
年
よ
り
７
億
６

０
０
０
万
ド
ル
増
額
）
を
配
分
し
て
、
米
国
内
お
よ
び

グ
ロ
ー
バ
ル
な
監
視
と
デ
ー
タ
収
集
の
体
制
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
州
・
地
方
政
府
の
公
衆
衛
生
部
局
に
対

す
る
支
援
も
行
う
と
し
て
い
ま
す
（Public H

ealth 
E

m
ergency Preparedness cooperative 

A
greem

ents

（3）　

７
億
３
５
０
０
万
ド
ル
）。

　

医
療
問
題
へ
の
対
応
は
、
妊
産
婦
ケ
ア
、
精
神
行
動

障
害
、
銃
暴
力
、
薬
物
濫
用
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
り
ま

す
。
主
な
予
算
項
目
を
み
る
と
、
①
薬
物
乱
用
・
精
神

衛
生
管
理
庁
（Substance A

buse and M
ental 

H
ealth Services A

dm
inistration

）
に
75
億
ド

ル
（
前
年
よ
り
９
億
７
０
０
０
万
ド
ル
増
額
）
を
配
分

し
、
と
く
に
鎮
痛
剤
オ
ピ
オ
イ
ド
の
濫
用
対
策
な
ど
薬

物
濫
用
サ
ー
ビ
ス
に
42
億
ド
ル
を
割
り
当
て
て
い
ま
す
。

ま
た
、
②
医
療
資
源
・
サ
ー
ビ
ス
管
理
庁
に
97
億
ド
ル

（
前
年
よ
り
８
億
５
２
０
０
万
ド
ル
増
額
）
を
配
分
し
、

う
ち
無
保
険
者
や
貧
困
者
の
診
療
を
担
う
ヘ
ル
ス
セ
ン
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アメリカの医療政策動向

の
６
編
か
ら
成
り
、
数
多
く
の
施
策
を
含
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の

で
、
こ
こ
で
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
と
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ

Ｈ
Ｉ
Ｐ
に
関
す
る
項
目
と
向
こ
う
10
年
間
（
２
０
２
３

年
〜
２
０
３
２
年
）
に
お
け
る
歳
出
権
限
（budget 

authority　
複
数
年
に
わ
た
る
支
出
を
予
算
化
し
た
金

額
）
で
の
支
出
額
に
注
目
し
た
い
と
思
い
ま
す
（
表
２
）。

　

ま
ず
メ
デ
ィ
ケ
ア
に
お
い
て
は
、
患
者
数
が
減
少
し

た
病
院
に
対
す
る
診
療
報
酬
支
払
額
の
引
き
上
げ
調
整

（low
-volum

e hospital paym
ent adjustm

ent

）

の
２
年
間
の
延
長
な
ど
、メ
デ
ィ
ケ
ア
拡
充
（M

edicare 
Extenders

）
の
期
間
を
延
長
す
る
ほ
か
、
メ
デ
ィ
ケ

ア
の
各
種
の
特
例
措
置
も
延
長
さ
れ
ま
す
。
具
体
的
に

は
、
①
２
０
１
５
年
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
ア
ク
セ
ス
お
よ
び

の
医
師
診
療
報
酬
の
引
き
上
げ
調
整
を
延
長
し
、２
０
２

３
年
は
２・５
％
、２
０
２
４
年
は
１・
25
％
引
き
上
げ
る

こ
と
、③
コ
ロ
ナ
禍
で
特
例
的
に
認
め
ら
れ
た
遠
隔
診
療

（telehealth

）を
２
０
２
４
年
末
ま
で
延
長
す
る
こ
と
、

な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
ま
し
た
。そ
の
他
、メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
対
策
な
ど
も
含
め
、メ
デ
ィ
ケ
ア
全
体
と
し
て
10
年
間

で
１
０
０
億
ド
ル
以
上
の
支
出
増
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ケ
ア
の
拡
充
と
特
例
措
置
の
延

長
は
、
メ
デ
ィ
ケ
ア
自
身
の
財
政
で
基
本
的
に
は
賄

う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
デ
ィ
ビ
ジ
ョ
ン
Ｆ
Ｆ
で
は
、
メ

デ
ィ
ケ
ア
の
財
政
均
衡
を
図
る
観
点
か
ら
、
④
２

０
２
３
年
に
メ
デ
ィ
ケ
ア
改
善
基
金
（M

edicare 
Im

provem
ent Fund

）
か
ら
70
億
９
８
０
０
万
ド

ル
を
取
り
崩
し
（
積
立
残
高
は
１
億
８
０
０
０
万
ド
ル
に

減
少
）、②
法
定
の
メ
デ
ィ
ケ
ア
支
出
削
減
（M

edicare 
sequestration　

毎
年
２
％
）
を
、
２
０
３
０
年
か

ら
適
用
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
ま
す
。
財
源
の
多
く
を

改
善
基
金
の
取
り
崩
し
と
10
年
後
の
メ
デ
ィ
ケ
ア
支
出

削
減
に
依
拠
す
る
点
で
は
、
や
や
危
う
い
印
象
を
受
け

る
の
も
や
む
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。

　

つ
ぎ
に
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
で
は
、
プ
エ
ル

ト
リ
コ
に
お
け
る
連
邦
負
担
金
割
合
の
引
き
上
げ
措
置

（
76
％
）
を
２
０
２
７
年
ま
で
延
長
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
他
の
海
外
領
土
（
米
領
サ
モ
ア
、
マ
リ
ア
ナ
諸
島
、

表２　ディビジョンFFにおける主な医療施策の支出額

施策の内容 2023－32年の支出額
(100万ドル)

1 メディケア
A　メディケア拡充（Medicare Extenders）の延長 1,518
　・患者数が減少した病院への支払増額調整 1,026
B　メディケアのその他特例措置の延長 5,392
　・代替的支払モデル(APM)への移行支援 1,185
　・医師診療報酬の引き上げ 2,556
　・遠隔診療の拡充 2,382
C　メディケア・メンタルヘルス 2,144
D　その他 1,332
E　歳出バランス ▲ 16,545
　・メディケア改善基金(MIF)の取り崩し ▲ 7,098
　・メディケア支出削減（2030年以降） ▲ 8,900

2 メディケイド・小児医療保険
 A　海外領土への支払調整の見直し ▲ 14,162
 B　メディケイド・小児医療保険の給付 10,926

　・小児医療保険の延長 3,930
　・メディケイド・小児医療保険の受給継続 4,828
C　メディケイド・小児医療保険のメンタルヘルス 106
D　メディケイド連邦負担金制度の変更 ▲ 22,261
E　メディケイド改善基金への拠出 7,000

注）支出額は歳出権限（budget authority）の金額を用いた。
出所）CBO, Cost Estimate, for Divisions O Through MM of H.R. 2617, the Consolidated Appropriations 
Act, 2023より作成。

Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
再
授
権
法

（M
edicare A

ccess
and CHIP Reauthori
zation A

ct, P.L. 
114-10

）
で
試
行
さ
れ

た
、
代
替
的
な
診
療
報

酬
支
払
モ
デ
ル（A

lter
native Paym

ent 
M

odel

）に
参
加
す
る

医
師
に
対
す
る
診
療
報

酬
の
割
増
を
、１
年
延

長
し
て
２
０
２
５
年
末

ま
で
と
す
る
こ
と（
た

だ
し
、割
増
率
は
、現
行

の
５
％
か
ら
２
０
２
５

年
は
３・
５
％
に
引
き

下
げ
）、②
メ
デ
ィ
ケ
ア
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グ
ア
ム
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
）
に
お
け
る
引
き
上
げ
措

置
（
83
％
）
を
恒
久
化
す
る
と
定
め
て
い
ま
す
。
た
だ

し
、
２
０
２
８
年
以
降
は
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
の
見
直
し
を

図
る
こ
と
で
、
支
出
額
は
む
し
ろ
削
減
す
る
と
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
恒
久
法
で
は
な
い
た
め
に
再
授
権
が
必

要
な
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
に
つ
い
て
、
有
効
期
間
を
２
年
間
延
長

し
て
２
０
２
９
年
ま
で
と
し
て
い
ま
す
。

　

メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
受
給
に
つ
い
て
は
、
コ

ロ
ナ
禍
で
制
定
さ
れ
た
家
族
フ
ァ
ー
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
対
処
法
（Fam

ilies First Coronavirus 
Response A

ct, P.L. 116-127　
Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
）
に

お
い
て
、
公
衆
衛
生
緊
急
事
態
宣
言
下
で
各
州
が
受
給

の
継
続
を
図
っ
た
場
合
に
、
連
邦
負
担
金
割
合
を
６
・

２
ポ
イ
ン
ト
引
き
上
げ
る
特
例
措
置
が
導
入
さ
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
公
衆
衛
生
緊
急
事
態
宣
言
の
終
了
に

伴
い
、
１
８
０
０
万
人
が
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
受

給
資
格
を
喪
失
す
る
と
の
推
計
も
あ
り
（4）

、
そ
の
対
応
が

連
邦
政
府
と
各
州
に
迫
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ａ
は
、

Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
の
特
例
措
置
を
２
０
２
４
年
４
月
１
日
に

停
止
し
、
州
政
府
が
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
の
受

給
の
是
非
を
審
査
す
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
で
、
一
定

の
基
準
と
利
便
性
の
高
い
様
式
で
受
給
を
認
め
る
州
に

対
し
て
は
、
連
邦
政
府
の
負
担
金
割
合
を
５
％
か
ら
１
・

５
％
引
き
上
げ
る
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
２
０
２
４
年

⑴髙山一夫「アメリカの医療政策動向（22）2023年度予算教
書の全体像と保健福祉省予算の概要」『文化連情報』531号、
2022年６月、38－41頁。

⑵ House Committee on Appropriations, “Consolidated 
Appropriations Act, 2023: Summary of appropriations 
provisions by subcommittee”を参照。

⑶ 公 衆 衛 生 緊 急 事 態 準 備 協 力 協 定（Public Health 
Emergency Preparedness cooperative agreement） と は、
保健福祉省が各州・地方政府の公衆衛生部局の活動を支援
する協定で、2022年度は６億5000万ドルの予算が割り当て
られました。

⑷ M. Buettgens and A. Green, “The Impact of the 
COVID-19 Public Health Emergency Expiration on All 
Types of Health Coverage”, Urban Institute, Dec. 2022.

１
月
１
日
時
点
で
の
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
を
受

給
す
る
子
ど
も
に
対
し
て
は
、
12
カ
月
間
の
給
付
を
保

証
す
る
こ
と
も
定
め
ま
し
た
。
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
Ｃ
Ｈ

Ｉ
Ｐ
の
受
給
継
続
の
見
直
し
に
よ
り
、
２
０
０
億
ド
ル

を
超
え
る
支
出
削
減
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
と
の
見
合
い

で
、
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
改
善
基
金
へ
の
拠
出
な
ど
が
な
さ

れ
る
格
好
で
す
。
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
に
お
い
て
は
、
子
ど

も
へ
の
対
応
を
除
け
ば
、
州
政
府
の
裁
量
を
認
め
た
本

来
の
姿
に
戻
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
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